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(57)【要約】
【課題】簡単な構造でありながら、超音波内視鏡の口金
に不動状態で接続することが可能な超音波内視鏡用穿刺
針装置を提供する。
【解決手段】筒状接続部３１の端部に形成した径方向に
弾性変形可能な弾性開閉片３７、３８と、弾性開閉片が
閉状態にあるときは口金１７の筒状接続部に対する相対
スライドを許容し、かつ弾性開閉片が閉状態に位置する
ときは口金の相対スライドを規制するスライド規制部３
９と、弾性開閉片が閉状態にあるときに鍔部の周面に接
触する回り止め溝４０と、弾性開閉片の開状態への変形
を許容するアンロック位置と弾性開閉片を閉状態に保持
するロック位置とにスライド可能なスライド式ロック部
材５０と、を備える。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波内視鏡本体に突設した非円形の鍔部を備える口金を、内部空間の所定位置まで挿入
可能な筒状接続部と、
　上記口金を上記内部空間に挿入したときに、該口金の内部を通って上記超音波内視鏡の
内部管路に挿入する可撓性を有するシースと、
　該シース内に進退可能に挿入した穿刺針と、
　を備える超音波内視鏡用穿刺針装置において、
　上記筒状接続部の上記口金との接続端部に特定の円周上に並ぶように形成した、該円周
上に並ぶ閉状態から該閉状態より外周側に移動する開状態に弾性変形可能な複数の弾性開
閉片と、
　上記弾性開閉片に形成した、上記開状態にあるときは上記口金の筒状接続部に対する相
対スライドを許容し、かつ、上記口金を上記所定位置まで挿入した状態で上記閉状態に位
置するときは上記口金の相対スライドを規制するスライド規制部と、
　上記各弾性開閉片の内周面に形成した、上記口金を上記所定位置まで挿入したときに上
記鍔部が嵌合し、かつ上記閉状態にあるときに上記鍔部の周面に接触する回り止め溝と、
　上記弾性開閉片の外周面に上記筒状接続部の長手方向にスライド可能として支持した、
該弾性開閉片の上記開状態への変形を許容するアンロック位置と上記弾性開閉片を上記閉
状態に保持するロック位置とに移動可能なスライド式ロック部材と、
　を備えることを特徴とする超音波内視鏡用穿刺針装置。
【請求項２】
請求項１記載の超音波内視鏡用穿刺針装置において、
　上記スライド規制部が、
　上記口金を上記所定位置まで挿入した状態で弾性開閉片が上記閉状態に位置するときに
、上記鍔部に接触して該鍔部の上記超音波内視鏡本体側へのスライドを規制する抜止部と
、
　上記口金を上記所定位置まで挿入した状態で弾性開閉片が上記閉状態に位置するときに
、上記口金に突設した上記鍔部より上記超音波内視鏡本体側に位置するフランジに接触し
て上記口金のそれ以上の挿入を規制する挿入規制部と、
　を有する超音波内視鏡用穿刺針装置。
【請求項３】
請求項１記載の超音波内視鏡用穿刺針装置において、
　上記スライド規制部が、
　上記口金を上記所定位置まで挿入した状態で弾性開閉片が上記閉状態に位置するときに
上記鍔部の表裏両面に接触する、上記回り止め溝の内面である超音波内視鏡用穿刺針装置
。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか１項記載の超音波内視鏡用穿刺針装置において、
　上記弾性開閉片の外周面と上記スライド式ロック部材の内周面の一方に係合突部を形成
し、他方に上記スライド式ロック部材が上記アンロック位置に移動したときに該係合突部
と係合する係合凹部を形成した超音波内視鏡用穿刺針装置。
【請求項５】
請求項１から４のいずれか１項項記載の超音波内視鏡用穿刺針装置において、
　上記弾性開閉片の外周面と、上記ロック位置に位置するスライド式ロック部材との対向
面の一方を、先端側に向かうにつれて相手側に近づくテーパ面とした超音波内視鏡用穿刺
針装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波内視鏡の内部管路に挿入して使用する超音波内視鏡用穿刺針装置に関
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する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、操作部に口金を突設した超音波内視鏡と、該口金に着脱可能な穿刺針
装置とが開示してある。
　この穿刺針装置は、本体部である筒状接続部と、筒状接続部の内部空間を通って外部に
突出するシースと、シース内に進退可能に挿入した穿刺針と、を具備している。
　穿刺針装置を使用する際には、口金にゴム等の弾性材料からなる筒状の鉗子栓の一端を
その弾性力を利用して装着し、鉗子栓の他端に穿刺針装置の筒状接続部の一端を鉗子栓の
弾性力を利用して接続する。すると、シース（及び穿刺針）が口金の内部を通って超音波
内視鏡の内部管路に挿入し、シース（及び穿刺針）の先端部が超音波内視鏡の挿入部の先
端付近から外部に突出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１３７８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　術者が超音波内視鏡に接続した穿刺針装置を正確に操作するためには、筒状接続部を口
金に対して不動状態にする必要がある。
　しかし、特許文献１の鉗子栓は弾性材料製なので、穿刺針装置を鉗子栓を介して超音波
内視鏡の口金に接続した際に、穿刺針装置が口金（超音波内視鏡）に対してぐらついてし
まう。
　さらに、穿刺針装置の口金に対する軸線回りの回転を穿刺針装置及び口金と鉗子栓との
間の摩擦抵抗力を利用して規制しようとしている。しかし、穿刺針装置に大きな回転力が
掛かった場合には、上記摩擦抵抗力だけではこの回転力に抗しきれず、穿刺針装置が軸線
回りに回転してしまう。
【０００５】
　本発明は、簡単な構造でありながら、超音波内視鏡の口金に不動状態で接続することが
可能な超音波内視鏡用穿刺針装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の超音波内視鏡用穿刺針装置は、超音波内視鏡本体に突設した非円形の鍔部を備
える口金を、内部空間の所定位置まで挿入可能な筒状接続部と、上記口金を上記内部空間
に挿入したときに、該口金の内部を通って上記超音波内視鏡の内部管路に挿入する可撓性
を有するシースと、該シース内に進退可能に挿入した穿刺針と、を備える超音波内視鏡用
穿刺針装置において、上記筒状接続部の上記口金との接続端部に特定の円周上に並ぶよう
に形成した、該円周上に並ぶ閉状態から該閉状態より外周側に移動する開状態に弾性変形
可能な複数の弾性開閉片と、上記弾性開閉片に形成した、上記閉状態にあるときは上記口
金の筒状接続部に対する相対スライドを許容し、かつ、上記口金を上記所定位置まで挿入
した状態で上記閉状態に位置するときは上記口金の相対スライドを規制するスライド規制
部と、上記各弾性開閉片の内周面に形成した、上記口金を上記所定位置まで挿入したとき
に上記鍔部が嵌合し、かつ上記閉状態にあるときに上記鍔部の周面に接触する回り止め溝
と、上記弾性開閉片の外周面に上記筒状接続部の長手方向にスライド可能として支持した
、該弾性開閉片の上記開状態への変形を許容するアンロック位置と上記弾性開閉片を上記
閉状態に保持するロック位置とに移動可能なスライド式ロック部材と、を備えることを特
徴としている。
【０００７】
　上記スライド規制部が、上記口金を上記所定位置まで挿入した状態で弾性開閉片が上記
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閉状態に位置するときに、上記鍔部に接触して該鍔部の上記超音波内視鏡本体側へのスラ
イドを規制する抜止部と、上記口金を上記所定位置まで挿入した状態で弾性開閉片が上記
閉状態に位置するときに、上記口金に突設した上記鍔部より上記超音波内視鏡本体側に位
置するフランジに接触して上記口金のそれ以上の挿入を規制する挿入規制部と、を有して
いてもよい。
【０００８】
　また、上記スライド規制部が、上記口金を上記所定位置まで挿入した状態で弾性開閉片
が上記閉状態に位置するときに上記鍔部の表裏両面に接触する、上記回り止め溝の内面で
あってもよい。
【０００９】
　上記弾性開閉片の外周面と上記スライド式ロック部材の内周面の一方に係合突部を形成
し、他方に上記スライド式ロック部材が上記アンロック位置に移動したときに該係合突部
と係合する係合凹部を形成するのが好ましい。
【００１０】
　上記弾性開閉片の外周面と、上記ロック位置に位置するスライド式ロック部材との対向
面の一方を、先端側に向かうにつれて相手側に近づくテーパ面とするのが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、スライド式ロック部材をアンロック位置に位置させた上で、各弾性開
閉片を開状態に弾性変形させながら口金を筒状接続部内の所定位置まで挿入すると、各弾
性開閉片が閉状態に弾性復帰するので、この後にスライド式ロック部材をロック位置まで
スライドさせると各弾性開閉片が閉状態に保持される。すると、スライド規制部によって
口金のスライドが規制され、回り止め溝によって口金の相対回転も規制される。
　このように簡単な構造でありながら、穿刺針装置を口金に対して不動状態にすることが
可能なので、術者は超音波内視鏡に接続した穿刺針装置を正確に操作できる。
　しかも、スライド式ロック部材は筒状接続部の長手方向にスライドする部材なので、術
者は補助者の助けを借りることなく、超音波内視鏡用穿刺針装置を把持したのと同じ手で
スライド式ロック部材を簡単にスライド操作できる。
【００１２】
　請求項２のように構成すれば、筒状接続部の長手方向に離れている抜止部と挿入規制部
が口金の鍔部とフランジにそれぞれ接触するので、筒状接続部の口金に対する倒れを確実
に規制できる。
【００１３】
　請求項３のように構成すれば、請求項２のように口金にフランジを形成することなく、
口金の筒状接続部に対する相対スライドを規制できる。
【００１４】
　請求項４のように構成すれば、スライド式ロック部材をアンロック位置に確実に保持で
きる。
【００１５】
　請求項５のように構成すれば、スライド式ロック部材をロック位置にスライドさせたと
きに、弾性開閉片とスライド式ロック部材の間に強い摩擦抵抗力が発生するので、スライ
ド式ロック部材から手を離してもスライド式ロック部材をロック位置に確実に保持できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態の超音波内視鏡と操作部最短状態にある穿刺針装置の接続状
態における側面図である。
【図２】操作部最短状態から伸張させた穿刺針装置の斜視図である。
【図３】口金の斜視図である。
【図４】口金の正面図である。
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【図５】筒状接続部の側面図である。
【図６】各弾性開閉片が開状態にある筒状接続部の前方から見た斜視図である。
【図７】筒状接続部の縦断側面図である。
【図８】各弾性開閉片が開状態にある筒状接続部の正面図である。
【図９】筒状接続部の背面図である。
【図１０】図１のＸ－Ｘ矢線に沿う、スライド式ロック部材がアンロック位置に位置する
ときの断面図である。
【図１１】スライド式ロック部材がロック位置に位置するときの図１０と同様の断面図で
ある。
【図１２】変形例の図１１と同様の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の一実施形態を説明する。なお、以下の説明中の
前後方向は、超音波内視鏡１０については挿入部１３の先端部側を「前方」、操作部１１
側を「後方」と定義し、穿刺針装置３０については穿刺針７１の先端側を「前方」、スタ
イレット支持キャップ７５側を「後方」としている。まず、穿刺針装置３０を着脱可能な
超音波内視鏡１０の構造について説明する。
　超音波内視鏡１０は、操作部１１と、操作部１１から前方に延びかつ先端に超音波プロ
ーブ１２を備える挿入部１３と、共に操作部１１から挿入部１３と反対側に延びるライト
ガイド用チューブ及び超音波画像伝送用チューブ（いずれも図示略）と、を備え、ライト
ガイド用チューブと超音波画像伝送用チューブの端部には光源用コネクタと超音波画像用
コネクタがそれぞれ設けてある。挿入部１３の先端部近傍をなす湾曲部１４は、操作部１
１に設けた湾曲操作レバー１５の回転操作に応じて上下方向に湾曲する。操作部１１には
処置具挿通用突部１６が突設してあり、処置具挿通用突部１６の後端面には略円筒形状を
なしかつ両端が開口する口金１７が突設してある。図３及び図４等に示すように、口金１
７の外周面の先端部近傍には、口金１７の中心軸を中心とする円の両側部を該中心軸に関
して対称をなす一対の円弧（２つの円弧の長さは同一）に沿って切り落とした非円形形状
の鍔部１８が一体的に突設してある。また、口金１７の外周面には鍔部１８と軸線方向の
位置をずらして鍔部１８の長手寸法（直径）より大径である正面視円形の環状フランジ１
９が突設してある。この環状フランジ（フランジ）１９（及びその鍔部１８側の面）は口
金１７の軸線に対して直交している。さらに、操作部１１及び挿入部１３の内部には、一
端が口金１７に接続し他端が挿入部１３に超音波プローブ１２の直後に位置させて形成し
た処置具用開口２１に接続する内部管路２０（図１参照）が設けてある。以上説明した構
成のうち口金１７を除いた部分が特許請求の範囲の「超音波内視鏡本体」である。
　超音波画像用コネクタを超音波診断装置（図示略）に接続すると共に超音波診断装置を
ＣＲＴモニタに接続し、さらに超音波プローブ１２にゴム製のバルーン（図示略）を被せ
た上で、該超音波診断装置の超音波スイッチを押すと、超音波プローブ１２の表面から被
検部に向けて超音波が発信され、被検部によって反射された超音波を超音波プローブ１２
が受信する。挿入部１３、操作部１１及び超音波画像伝送用チューブの内部には超音波プ
ローブ１２と超音波画像用コネクタを接続する超音波画像伝送用ケーブル（図示略）が設
けてあるので、超音波プローブ１２が受信した超音波画像は超音波診断装置により電気的
に処理された上でＣＲＴモニタに表示される。
【００１８】
　続いて穿刺針装置３０の構造について説明する。
　穿刺針装置３０は硬質樹脂（ＰＣ（ポリカーボネイト）や、ノリル等のＥＯＧ滅菌可能
な樹脂材料）によって成形した略円筒形状の筒状接続部３１を有している。図７に示すよ
うに筒状接続部３１の内部空間の前部を除く部分は断面円形のスライダ支持孔３２となっ
ており、筒状接続部３１の後部にはスライダ支持孔３２と外部空間を連通する雌ねじ孔３
３が貫通孔として形成してある。さらに筒状接続部３１の内部空間には、スライダ支持孔
３２の前方に位置する、スライダ支持孔３２より小径かつ同心をなす中間円形孔３４が形
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成してある。
　図示するように筒状接続部３１の前端部はその後方部分より小径であり、当該部分には
周方向に９０°間隔で４本のスリット３５と、各スリット３５の基端部と連通する変形補
助孔３６とが形成してある。そして筒状接続部３１の当該部分には、各スリット３５、変
形補助孔３６によって互いに区切られた４枚の弾性開閉片３７が筒状接続部３１の中心軸
を中心とする円周方向に並べて形成してある。各弾性開閉片３７は断面円弧形状であり、
各弾性開閉片３７の配置間隔は９０°である。各弾性開閉片３７は自由状態においては図
５、図７、図９、及び図１０に示す閉状態となり、外周側に弾性変形することにより開状
態（図６及び図８参照）となる。さらに、各弾性開閉片３７の前半部の外周面は自由状態
において前方に向かうにつれて筒状接続部３１の中心軸からの径方向距離が徐々に長くな
るテーパ面３８となっている。
　各弾性開閉片３７の内周面の前端部には内周側に突出する円弧形状のスライド規制部３
９が突設してあり、スライド規制部３９の内周面の前部はテーパ状の傾斜面３９ａとなっ
ている。各弾性開閉片３７が閉状態にあるとき、各スライド規制部３９の内周面によって
構成される正面視略円形の孔の内径は口金１７の鍔部１８の長手寸法（直径）より短い。
各弾性開閉片３７の内周面にはスライド規制部３９の直後に位置する回り止め溝４０が凹
設してある。各弾性開閉片３７が閉状態にあるとき、各弾性開閉片３７の回り止め溝４０
によって構成される溝の正面形状は全体として鍔部１８と略同じ形状になる。また、各弾
性開閉片３７の前端面は挿入規制部４１を構成しており、各回り止め溝４０の底面（前面
）は抜止部４２を構成している。また、各弾性開閉片３７の外周面の先端部には外周側に
向かって突出する正面視円弧形状のストッパ４３が突設してある。
　また、筒状接続部３１の外周面には各弾性開閉片３７の直後に位置する正面視環状の係
合突部４４が突設してある。
【００１９】
　各弾性開閉片３７の外周側には正面視環状をなし、かつ硬質樹脂（ＰＣ（ポリカーボネ
イト）や、ノリル等のＥＯＧ滅菌可能な樹脂材料）からなるスライド式ロック部材５０が
装着してある。図示するようにスライド式ロック部材５０は円筒形状であり、その内周面
はスライド式ロック部材５０の中心軸を中心とする円筒面からなるロック面５１となって
いる。ロック面５１の内径は、自由状態にある各弾性開閉片３７のテーパ面３８の後端部
位における筒状接続部３１の中心軸線からの径方向距離より僅かに長く、かつ自由状態に
ある各弾性開閉片３７のテーパ面３８の前端部位における筒状接続部３１の中心軸線から
の径方向距離より僅かに短い。さらにスライド式ロック部材５０の内周面の後端部近傍に
は全周に渡って環状の係合凹部５２が凹設してある。
　スライド式ロック部材５０は、テーパ面３８の後方に位置して、係合凹部５２が係合突
部４４と係合するアンロック位置（図２、図１０の位置）と、スライド式ロック部材５０
のロック面５１がテーパ面３８と対向するロック位置（図１１の位置）との間を筒状接続
部３１に対して筒状接続部３１の軸線方向にスライド能である。スライド式ロック部材５
０がアンロック位置に位置するときは、図１０に示すようにロック面５１と各弾性開閉片
３７の外周面の間に隙間が形成されるので、各弾性開閉片３７は閉状態から開状態に弾性
変形可能である。一方、スライド式ロック部材５０がロック位置までスライドすると、図
１１に示すようにスライド式ロック部材５０のロック面５１が各弾性開閉片３７のテーパ
面３８に接触し、各弾性開閉片３７を僅かに内周側に押圧するので、各弾性開閉片３７の
テーパ面３８とロック面５１との間には強い摩擦抵抗力が発生する（このときの各弾性開
閉片３７の状態も閉状態である）。そのため、各弾性開閉片３７はスライド式ロック部材
５０によって閉状態に保持され、開状態まで弾性変形することは出来ない。
　なお、スライド式ロック部材５０がアンロック位置に位置するとき、図１０に示すよう
にスライド式ロック部材５０の後面が筒状接続部３１の前端部近傍に形成された環状壁面
４５に接触するので、スライド式ロック部材５０はアンロック位置より後方にスライド出
来ず、スライド式ロック部材５０がロック位置に位置するとき、図１１に示すようにスラ
イド式ロック部材５０の前面がストッパ４３に接触するので、スライド式ロック部材５０
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はロック位置より前方にスライド出来ない。
【００２０】
　筒状接続部３１のスライダ支持孔３２には、筒状接続部３１の後端開口から硬質樹脂（
ＰＣ等）からなる筒状部材である第１スライダ６０がスライド自在に挿入してある。第１
スライダ６０は前後両端が開口しており、その外径はスライダ支持孔３２の径と略同一で
あり中間円形孔３４より大径である。第１スライダ６０の後端部にはスライダ支持孔３２
より大径の筒状部材である硬質樹脂製の第１ストッパ部材６１が固定してある。従って第
１スライダ６０は、第１ストッパ部材６１が筒状接続部３１の後端面に当接する最大押込
位置と、図示を省略したストッパによってそれ以上の後方移動が規制される最大引出位置
との間を筒状接続部３１に対してスライド可能であり、かつ雌ねじ孔３３に挿入（螺合）
した第１固定ねじ部材６３のボルトの先端面（内端面）を第１スライダ６０の外周面に圧
接することにより、第１スライダ６０の筒状接続部３１に対する位置を固定可能である。
第１ストッパ部材６１の内面には樹脂等の可撓性材料からなり両端が開口するシース６４
の後端部が、第１スライダ６０と同心状態で固定してある。このシース６４の前部はスラ
イダ支持孔３２、中間円形孔３４、及び、各弾性開閉片３７の内周面の間を通って筒状接
続部３１の前方に突出している。そのため、シース６４の筒状接続部３１に対する突出量
は、第１スライダ６０及び第１ストッパ部材６１の筒状接続部３１に対するスライド位置
を変化させることにより調整可能である。
【００２１】
　第１スライダ６０の内部空間には、第１スライダ６０の内径より小径の硬質樹脂（ＰＣ
等）からなる筒状部材である第２スライダ６５がスライド自在に挿入してある。第２スラ
イダ６５は前後両端が開口しており、第２スライダ６５の後端部には硬質樹脂（ＰＣ（ポ
リカーボネイト）やノリル等）からなる後端固定部材６６が固定してある。後端固定部材
６６は後部が前部に比べて小径の筒状部材であり、後端固定部材６６の後部の外周面には
雄ねじが形成してある。さらに、第２スライダ６５の外周面には第２スライダ６５に対し
てスライド可能な硬質樹脂製（ＰＣ等）の第２ストッパ部材６８がスライド自在に装着し
てある。第２ストッパ部材６８には、第２ストッパ部材６８を径方向に貫通する雌ねじ孔
（図示略）が形成してあり、この雌ねじ孔には第１固定ねじ部材６３と同様の第２固定ね
じ部材６９が挿入（螺合）してある。従って、第２ストッパ部材６８の第２スライダ６５
に対するスライド位置は、第２固定ねじ部材６９のボルトの先端面（内端面）を第２スラ
イダ６５の外周面に圧接することにより固定可能である。第２スライダ６５及び後端固定
部材６６は、第２ストッパ部材６８が第１ストッパ部材６１の後端面に当接する押込位置
と、図示を省略したストッパによって第２スライダ６５の第１スライダ６０及び第１スト
ッパ部材６１に対するそれ以上の後方移動が規制される最大引出位置との間を第１スライ
ダ６０及び第１ストッパ部材６１に対してスライド可能である。さらに、第２ストッパ部
材６８の第２スライダ６５に対するスライド位置を調整することにより、上記押込位置を
調整することも可能である。
　後端固定部材６６の内面には可撓性を有する金属材からなりかつ後端が開口する穿刺針
７１の後端部が同心状態で固定してある。この穿刺針７１の前部は、シース６４の内部を
通ってシース６４の前方に突出しており、その前端部近傍には開口７２が形成してある。
従って、第２スライダ６５（後端固定部材６６）の第１スライダ６０に対するスライド位
置を変化させることにより、穿刺針７１の前端部のシース６４に対する突出量が変化する
。
　さらに、後端固定部材６６の後部の上記雄ねじには、硬質樹脂製（例えばＰＯＭ等）の
筒状部材であるスタイレット支持キャップ７５の内周面に形成した雌ねじが着脱可能に螺
合してある。スタイレット支持キャップ７５には可撓性部材であるスタイレット７６の後
端が固定してあり、スタイレット７６は穿刺針７１の後端開口から穿刺針７１の内部空間
に相対移動可能に挿入してある。
【００２２】
　続いて穿刺針装置３０の口金１７に対する着脱要領と穿刺針装置３０の使用要領につい
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て説明する。
　超音波内視鏡１０から分離されている穿刺針装置３０を超音波内視鏡１０の口金１７に
接続するには、まず穿刺針装置３０のスライド式ロック部材５０をアンロック位置までス
ライドさせておく。
　次いで、筒状接続部３１を口金１７と同軸上に位置させかつ筒状接続部３１の４つの回
り止め溝４０によって構成される溝全体の向きを口金１７の鍔部１８と同じ向きにした上
で、各弾性開閉片３７を口金１７に接近させ、各弾性開閉片３７の内周面によって構成さ
れた孔に鍔部１８を挿入する。すると、各弾性開閉片３７の傾斜面３９ａによって構成さ
れた正面視略円形の孔の径より長手寸法が長い鍔部１８が各弾性開閉片３７の傾斜面３９
ａに接触し、各傾斜面３９ａを外周側に押圧する。その結果、スライド式ロック部材５０
のロック面５１から内方に離間している各弾性開閉片３７が外周側に弾性変形して開状態
となるので（図６，８参照）、鍔部１８が各弾性開閉片３７の各スライド規制部３９の内
周面によって構成された孔を通過して各回り止め溝４０に嵌合する（このときの口金１７
の位置が特許請求の範囲の「所定位置」）。すると、鍔部１８から各スライド規制部３９
への押圧力が消滅するので各弾性開閉片３７が閉状態（自由状態）に弾性復帰し、図１０
に示すように回り止め溝４０の抜止部４２が鍔部１８の一方の面に接触し弾性開閉片３７
の挿入規制部４１が環状フランジ１９の一方の面に接触する。
　この後にスライド式ロック部材５０をロック位置までスライドさせると、図１１に示す
ようにスライド式ロック部材５０のロック面５１が各弾性開閉片３７のテーパ面３８に接
触するので、各弾性開閉片３７の開状態への変形が規制される（閉状態に保持される）。
上述のように、このときスライド式ロック部材５０のロック面５１と各弾性開閉片３７の
テーパ面３８との間に強い摩擦抵抗力が発生するので、意図的にスライド式ロック部材５
０を後方にスライドさせない限り、スライド式ロック部材５０がアンロック位置側にスラ
イドすることはない。
【００２３】
　このような状態になると、筒状接続部３１の口金１７に対する脱出方向（スタイレット
支持キャップ７５側への移動）は回り止め溝４０の抜止部４２と鍔部１８によって規制さ
れ、筒状接続部３１の口金１７への挿入方向（シース６４及び穿刺針７１の先端側への移
動）は弾性開閉片３７の挿入規制部４１と環状フランジ１９によって規制されるので、筒
状接続部３１の口金１７に対する軸線方向への移動は完全に防止される。さらに、互いに
略同一形状かつ非円形形状である鍔部１８と各回り止め溝４０によって構成される溝とが
互いに嵌合し、各回り止め溝４０の内周面が鍔部１８の外周面に面接触するので、筒状接
続部３１の口金１７に対する軸線回りの回転も完全に防止される。しかも、口金１７の長
手方向の位置が互いに異なる鍔部１８と環状フランジ１９が抜止部４２と挿入規制部４１
にそれぞれ接触するので、筒状接続部３１の口金１７に対する倒れも完全に防止される。
【００２４】
　このように穿刺針装置３０が口金１７（超音波内視鏡１０）に対して完全に不動状態と
なるので、術者はＣＲＴモニタに表示された画像を見ながら超音波内視鏡１０に接続した
穿刺針装置３０を正確に操作できる。即ち、第１ストッパ部材６１や後端固定部材６６を
スライドさせたり、スタイレット支持キャップ７５の後端固定部材６６に対する螺合を解
除してスタイレット７６を穿刺針７１に対して進退させることにより、シース６４、穿刺
針７１、及びスタイレット７６を正確に操作できる。
　さらに、スライド式ロック部材５０は筒状接続部３１の長手方向にスライドする部材な
ので、術者は穿刺針装置３０（筒状接続部３１）を把持したのと同じ手でスライド式ロッ
ク部材５０をスライド操作できる。そのため、術者は補助者の助けを借りずにスライド式
ロック部材５０を円滑に操作できる。
【００２５】
　穿刺針装置３０による処置が完了した場合や、口金１７に穿刺針装置３０とは別の処置
具を挿入したい場合は、まずスライド式ロック部材５０をアンロック位置までスライドさ
せる。このようにスライド式ロック部材５０をアンロック位置側にスライドさせる場合も
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、術者は補助者の助けを借りずに穿刺針装置３０（筒状接続部３１）を把持したのと同じ
手でスライド式ロック部材５０を円滑に操作できる。
　スライド式ロック部材５０がアンロック位置までスライドすると、係合突部４４と係合
凹部５２によってスライド式ロック部材５０がアンロック位置に保持されるので、スライ
ド式ロック部材５０が自重によってロック位置までスライドすることはない。このように
各弾性開閉片３７が開状態に弾性変形可能な状態に保持されるので、筒状接続部３１をそ
の軸線に沿ってスタイレット支持キャップ７５側に移動させると、口金１７の鍔部１８に
よって外周側に押圧された各弾性開閉片３７が開状態となり、口金１７が各弾性開閉片３
７の内周面によって構成された孔を前方に通過し、筒状接続部３１の口金１７からの取り
外し作業が完了する。
【００２６】
　以上、上記実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は様々な変更を施しながら
実施可能である。
　例えば、口金１７に形成した鍔部１８及び各回り止め溝４０によって構成される溝の正
面形状は、非円形であれば上記の形状でなくてもよい。また、環状フランジ１９を環状と
せずに、口金１７の外周に突出する非環状の突部材としてもよい。
　さらに、筒状接続部３１に形成するスリット３５、変形補助孔３６の数（弾性開閉片３
７の数）は２つ以上であればいくつでもよい。また、筒状接続部３１が弾性変形し易い材
質の場合は変形補助孔３６を省略してもよい。
　さらに、係合突部４４をスライド式ロック部材５０側に形成し、係合凹部５２を弾性開
閉片３７側に形成してもよい。
　また、弾性開閉片３７とロック面５１の一方に係合突部４４と同様の突部を形成し、他
方にスライド式ロック部材５０がロック位置に移動したときに該突部と係合する係合凹部
５２と同様の凹部を形成してもよい。
【００２７】
　さらに、各弾性開閉片３７の外周面の前部をテーパ面とせずに、筒状接続部３１の中心
軸線からの径方向距離がロック面５１の内径と略等しい該中心軸線を中心とする円筒面の
一部（円弧面）とし、ロック面５１をテーパ面としてもよい。
　また、各弾性開閉片３７の外周面の前部をテーパ面３８とせずに上記のような円筒面の
一部（円弧面）とした上で、各弾性開閉片３７が閉状態になったときの当該円筒面（円弧
面）の筒状接続部３１の中心軸線からの径方向距離をロック面５１の内径と略同一として
もよい。このようにした場合も、ロック位置までスライドしたスライド式ロック部材５０
のロック面５１と各弾性開閉片３７の間には強い摩擦抵抗力が発生するので、スライド式
ロック部材５０をロック位置に確実に保持することが可能である。
【００２８】
　また、図１２に示すような変形例で実施することも可能である。
　この変形例では各弾性開閉片３７に形成した回り止め溝８０（スライド規制部。正面形
状は回り止め溝４０と同じ）の前後両面が塞がっており、回り止め溝８０の後面は挿入規
制部８１、前面は抜止部８２となっている。そして、口金１７の鍔部１８が各回り止め溝
８０に嵌合したときに、鍔部１８の表裏両面が各回り止め溝８０の挿入規制部８１と抜止
部８２によって挟まれる（接触する）ので、図示するように各弾性開閉片３７の挿入規制
部４１が環状フランジ１９から離間していても筒状接続部３１の口金１７に対する軸線方
向への移動が完全に防止される（回転も防止される）。さらに、鍔部１８の一方の面が挿
入規制部８１に接触し鍔部１８の他方の面が抜止部８２に接触するので、筒状接続部３１
の口金１７に対する倒れも防止される。なお、筒状接続部３１の口金１７に対する軸線方
向への移動、及び、倒れをより確実に防止するために、筒状接続部３１を口金１７に接続
したときに各弾性開閉片３７の挿入規制部４１が環状フランジ１９に接触するようにして
もよい。
【符号の説明】
【００２９】



(10) JP 2010-264065 A 2010.11.25

10

20

30

40

１０　　超音波内視鏡
１１　　操作部
１２　　超音波プローブ
１３　　挿入部
１４　　湾曲部
１５　　湾曲操作レバー
１６　　処置具挿通用突部
１７　　口金
１８　　鍔部
１９　　環状フランジ（フランジ）
２０　　内部管路
２１　　処置具用開口
３０　　穿刺針装置
３１　　筒状接続部
３２　　スライダ支持孔
３３　　雌ねじ孔
３４　　中間円形孔
３５　　スリット
３６　　変形補助孔
３７　　弾性開閉片
３８　　テーパ面
３９　　スライド規制部
３９ａ　傾斜面
４０　　回り止め溝
４１　　挿入規制部
４２　　抜止部
４３　　ストッパ
４４　　係合突部
４５　　環状壁面
５０　　スライド式ロック部材
５１　　ロック面
５２　　係合凹部
６０　　第１スライダ
６１　　第１ストッパ部材
６３　　第１固定ねじ部材
６４　　シース
６５　　第２スライダ
６６　　後端固定部材
６８　　第２ストッパ部材
６９　　第２固定ねじ部材
７１　　穿刺針
７２　　開口
７５　　スタイレット支持キャップ
７６　　スタイレット
８０　　回り止め溝（スライド規制部）
８１　　挿入規制部
８２　　抜止部
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